
全 員 協 議 会 資 料 

                       令和８年３月１９日 

 

１．名張市市税条例の一部改正について 

  （市民部）・・・Ｐ２      

 

 

 

２．名張市国民健康保険税条例の一部改正について 

（市民部）・・・Ｐ３・４    



 

 

 

名張市市税条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨及び背景 

地方税法等の一部改正に伴い、現下の経済情勢等を踏まえた軽自動車税の環境性能割

の廃止及び固定資産税の賦課に係る免税点の見直しの実施に係る規定を整備するほか、

所要の改正を行おうとするものです。 

 

２．改正の内容 

（１）軽自動車税の環境性能割の廃止に伴い、関係規定を整備します。 

（２）固定資産税の賦課に係る免税点を家屋につき３０万円（現行：２０万円）、償却資

産につき１８０万円（現行：１５０万円）に改定します。 

（３）その他所要の改正を行います。 

 

３．施行期日 

令和８年４月１日（一部規定については、令和９年１月１日、同年４月１日、令和１

０年１月１日又は金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令

和８年法律第  号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日）から施行します。 

 

４．今後のスケジュール 

 年度末の地方税法等の改正に合わせて、３月定例議会の会期中に議案を提出する予定

です。 
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名張市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨及び背景 

子ども・子育て支援法等の一部改正により令和８年度から各健康保険の被保険者に子

育て支援拡充の財源確保を目的とする支援金の拠出が課せられることに伴い、子ども・

子育て支援納付金課税額の算定に係る規定を加えるとともに、地方税法施行令の一部改

正に伴い基礎課税額の限度額及び減額措置の基準についての規定を整備するほか、所要

の改正を行おうとするものです。 

 

２．改正の内容 

（１）子ども・子育て支援納付金課税額の税率及び課税限度額を次のとおり規定するとと

もに、低所得者等への減額措置などの規定を整備します。 

（年額） 

項 目 内 容 

所得割額 基礎控除後の総所得の０．２５パーセント 

均等割額 被保険者１人当たり １，１３０円 

平等割額 １世帯当たり ７２３円 

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上の被保険者１人当たり ５４円 

課税限度額 １世帯当たり ３０，０００円 

※ １８歳未満（１８歳に達する年度末まで）の被保険者の均等割額は全額が軽減

され、１８歳以上の被保険者に１８歳以上被保険者均等割額として賦課すること

となります。 

   なお、低所得者への軽減措置は、基礎課税額、後期高齢者支援金分及び介護納付金

分と同様に適用します。 

   また、国の試算による令和８年度における国保加入者１人当たりの子ども・子育て

支援納付金課税額の月額は平均２５０円で、令和９年度は３００円、令和１０年度は

４００円と、３年間で段階的に引き上げられる予定です。 

（２）基礎課税額の限度額を６７万円（現行：６６万円）に引き上げます。 

（３）軽減措置の対象となる基準所得額を算定する場合において、被保険者数に乗じる金

額を、５割軽減は３１万円（現行：３０万５，０００円）に、２割軽減は５７万円

（現行：５６万円）にそれぞれ引き上げます。 

（４）その他所要の改正を行います。 
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３．施行期日 

令和８年４月１日から施行します。 

 

４．今後のスケジュール 

 年度末の地方税法等の改正に合わせて、３月定例議会の会期中に議案を提出する予定

です。 
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